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鎌倉市地域防災計画 改定要旨 

 

Ⅰ 基本的事項 

１ 改定の要旨 
 

「鎌倉市地域防災計画」は、昭和39年に災害全般に対応するための基本計画として策定

し、その後改定を重ねている。 

近年の主な改定は、地震災害対策編について、平成25年２月に東日本大震災を教訓に津

波対策を盛り込むなどの全面改定を行っている。平成29年１月には市庁舎が使用不能と

なった場合の災害対策本部の設置場所の変更など、平成31年１月には県地域防災計画、水

防法改正、次点修正を反映させる一部改訂を行っている。 

また、風水害等災害対策編について、平成27年２月に地震災害対策編との整合及び災害

に係る法改正や国・県の計画に準拠する全面改定を行っている。平成31年１月には、地震

災害対策編と合わせ、県地域防災計画、水防法改正、次点修正を反映させる一部改定を行

っている。 

その後、大幅な計画の改定は行っておらず、この間、災害対策基本法等の法改正や国・

県の各種計画の修正・改定（次頁参照）があったことから、今回、「鎌倉市地域防災計画」

の改定を行うものである。 
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２ 災害に係る関係法令の改正、国・県の計画等の動向 
 

前回の「鎌倉市地域防災計画」の改定以降の災害関係法の改正、国・県の上位・関連計

画等の改定（修正）経緯は、次のとおりである。 

 

 

前回の改定以降の災害関係法の改正及び上位・関連計画等の改定経緯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市地域防災計画の一部修正（平成 31年１月） 

鎌倉市地域防災計画の改定（令和５年３月予定） 

（国） （神奈川県） 

防災基本計画の一部修正（Ｒ1.5月） 

南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更（Ｒ1.5月） 

災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改正 

（Ｒ2.3月） 

防災基本計画の一部修正（Ｒ2.5月） 

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の 

公布（Ｒ3.5月） 

災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行 

（Ｒ3.5月） 

神奈川県保健医療救護計画の策定（Ｒ2.10月） 

被災者生活再建支援法の一部改正（Ｒ2.12月） 

水防法及び土砂災害防止法の一部改正（Ｒ3.5月） 

災害救助法の一部改正（Ｒ3.5月） 

神奈川県地域防災計画の修正（Ｒ4.3月） 

避難所マニュアル策定指針の改訂（Ｒ2.6月） 

神奈川県震災復興対策マニュアルの策定（Ｈ31.3月） 

神奈川県土砂災害特別警戒区域の指定（Ｒ3.5月） 

神奈川県地域防災計画の修正（Ｒ2.3月） 

神奈川県洪水浸水想定区域図（神戸川）（Ｒ1.12月） 

神奈川県洪水浸水想定区域図（滑川）（Ｒ2.4月） 

神奈川県高潮浸水想定区域図の修正（Ｒ3.5月） 

避難情報に関するガイドラインの改訂（Ｒ3.5月） 
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３ 改定の基本的な考え方 
 

（１）改定の基本的な考え方 

今回の「鎌倉市地域防災計画」の改定は、災害に係る法改正や国の防災基本計画及び

県の地域防災計画の修正内容を反映させることを中心とし、これまでの災害対応の中で

課題となっていた事項を新たに加えて改定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）改定にあたっての基本的視点 

今回の改定にあたっては、前項で掲げた災害に係る法改正や国・県の上位・関連計画

の反映に主眼を置くとともに、災害時の市民の生命や財産を守るため、自助・共助・公

助の視点で、ハード・ソフトの両面からの総合的な自然災害対策の実施により、災害に

強い安心して暮らせるまちを目指す。 

 

 

 

 

・要配慮者利用施設の利用者に係る避難確保の作
成等 

水防法、土砂災害防止法の一
部改正への対応 

・令和２年３月、令和４年３月の修正内容の反映 

高潮浸水想定区域の指定 

神奈川県地域防災計画修正へ
の対応 

・最新の浸水想定区域の反映 

・令和元年台風対応の課題の反映 その他 

○災害時における円滑かつ迅速な避難の確保 
・避難勧告・避難指示の一本化等 
 

○災害救助法の一部改正 等 

災害対策基本法の一部改正へ
の対応 

・避難勧告と避難指示の一本化、避難警戒レベル 
の導入 

・避難行動要支援者の個別避難計画の作成 
・避難所における感染症対策 
・福祉避難所の活用による要配慮者の円滑な避難 
の確保 

・広域避難 
・複合災害への対応 等 

防災基本計画修正への対応 
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Ⅱ 主な改定内容 

１ 構成の見直し 
 

計画の構成は、大きく「総則編」と「計画編」により構成するものとする。 

「総則編」は、地震災害対策編及び風水害等災害対策編の総則の記述を集約し、記述の

重複を解消する。 

「計画編」は、“第１編 地震・津波災害対策”、“第２編 風水害対策”、“第３編 

その他の災害対策”、“第４編 災害復旧・復興対策”の４編から構成するものとする。 

なお、「計画編」第１編 地震・津波災害対策に、第３章として「南海トラフ地震防災

対策推進計画」を位置付けることとする。 

 

現行計画の構成 

地震災害対策編 

■総則 

■地震災害予防計画 

■地震災害応急対策計画 

■津波災害対策計画 

■復旧・復興計画 

■東海地震に関する事前対策計画 

風水害等災害対策編 

■総則 

■風水害予防計画 

■風水害応急対策計画 

■復旧・復興計画 

■その他の災害対策計画 

 

 

 

改定計画の構成 

総則編  

計画編 

第１編 地震・津波災害対策 

第１章 地震・津波災害予防計画 

第２章 地震・津波災害応急対策計画 

第３章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

第４章 東海地震に関する事前対策計画 

第２編 風水害対策 
第１章 風水害予防計画 

第２章 風水害応急対策計画 

第３編 その他の災害対策 
火山災害対策、雪害対策、放射性物質災害

対策 

第４編 災害復旧・復興対策  
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２ 各編における主な改定内容        

（１）予防計画 

   ※【 】内の表記は以下の内容を示す。  

地震津波：第１編 地震・津波災害対策 第１章 地震・津波災害予防計画 

風水害 ：第２編 風水害対策 第１章 風水害予防計画 
 

◆災害時情報収集・提供体制の拡充 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 災害情報収集や被災状況の調査においてドローンの活用を推進するとともに、防

災・減災において、ＡＩやデジタル技術の活用を検討することを記載。 

【地震津波－第 12節第１.１、風水害－第 12節第１】 

○ ＭＣＡ無線や全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用等、通信施設の効果

的な運用を図ることを記載。 

【地震津波－第 12節第１.２、風水害－第 12節第１】 

○ 防災行政用無線、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、鎌倉市防災・安全情報メー

ル、緊急速報メール（エリアメール）等を用いた伝達手段の多重化、多様化を図るこ

とについて記載。         【地震津波－第 12節第１.４、風水害－第 12節第１】 

○ 罹災証明書の交付、義援金の給付等の被災者支援業務を円滑に実施するため、被

災者の住所や家屋等の情報を効率的に処理する被災者台帳システムの導入や体制の

整備について検討することを記載。 

【地震津波－第 12節第２.２、風水害－第 12節第２】 

 

◆避難対策 

[地震・津波災害予防計画、風水害予防計画] 

○ 避難勧告・避難指示の一本化、５段階の警戒レベル一覧表の記載、洪水・土砂災

害・高潮発生時のとるべき避難行動等について記載。【風水害－第 16節第２.１】 

○ 避難行動要支援者に対する具体的な避難方法等について定めた個別計画の策定に

努めることを記載。     【地震津波－第 16節第２.２、風水害－第 16節第４】 

○ 指定避難所、指定緊急避難場所について、具体的な考え方を記載。 

【地震津波－第 16節第１.１～２、風水害－第 16節第３.１～２】 

 

◆避難所の生活環境の整備充実 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 避難所において、熱中症の予防・対処法に関する普及啓発、女性や子供等に対す

る性暴力・ＤＶの発生防止対策を講ずることを記載。 

【地震津波－第 16節第３.２、風水害－第 16節第５】 
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○ 備蓄物資について、食料、飲料水、毛布等避難生活に必要な物資のほか、新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な資機材等の備蓄に努めることを記

載。 

【地震津波－第 16節第３.２、風水害－第 16節第５】 

○ 備蓄品の調達にあたっては、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災者の

事情から生じる多様なニーズに配慮することを記載。 

【地震津波－第 16節第３.２、風水害－第 16節第５】 

○ 避難所のペット対策について、ペット同行に係る注意事項や避難スペースの確保

など具体的な対策を検討し避難所運営マニュアルに位置付けることを記載。 

【地震津波－第 16節第７.２、風水害－第 16節第 10】 

○ 避難所における感染症対策について記載。      

【地震津波－第 16節第８、風水害－第 16節第 11】 

 

◆帰宅困難者対策 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 帰宅困難者対策として、柔軟な対応を可能とする帰宅支援の移行方策について検

討することを記載。    【地震津波－第 17節第１.１、風水害－第 17節第１.１】 

○ 被害状況や鉄道等の運行状況に応じて、在宅者の出勤・通学を自粛する意識の醸

成を図ることを記載。  【地震津波－第 17節第１.１、風水害－第 17節第１.１】 

○ 情報収集・提供について、多様な情報提供手段を活用し、一時滞在施設の開設状

況や鉄道等の運行状況、運転再開への見通し、代替輸送の有無、駅周辺の混雑状況

等の情報を提供する体制を整備することを記載。 

【地震津波－第 17節第２.３、風水害－第２】 

 

◆要配慮者等対策 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 災害時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するためには、

「避難行動要支援者避難支援計画（個別計画）」の作成を進める必要があり、個別

計画の作成主体、地域での活用方法等の具体化の必要性について記載。 

【地震津波－第 18節第３.２、風水害－第 18節第３】 

 

◆広域受援体制の拡充 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 応援団体の活動拠点、物資の備蓄等の受援に係る機能等の強化について記載。 

【地震津波－第 27節第２、風水害－第 26節第１】 

○ 受援計画の作成、人的応援の活動拠点の確保、関係機関との連携強化、他市町村 

との相互応援体制の強化等について記載。    

【地震津波－第 27節第１～第４、風水害－第 26節第１～第４】 
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◆防災意識の向上 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 市民等の防災意識の向上を図るため、防災知識の内容の充実、普及方法を拡充す

るとともに、発災時や避難時の心得等の内容の充実について記載。 

【地震津波－第 29節第１、風水害－第 28節第１】 

○ 住民及び事業者による地区内の防災活動推進の一環として、地区の特徴に合わせ

た「地区防災計画」作成の支援を推進することを記載。 

【地震津波－第 30節第４、風水害－第 29節第４】 

○ 市民に対し、水害時のシミュレーション結果等を示しながら、「早期の立退き避

難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、浸水深、浸水

継続時間等に応じて、食料、水を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策等につ

いて普及啓発を図ることを記載。           【風水害－第 28節第１.４】 

○ 市は、タイムライン（防災行動計画）を作成し、災害時に実践することについて記

載し、市ホームページや広報等での周知や作成支援を推進することを記載。 

【風水害－第３節第４、第 28節第５.１】 

 

◆がけ地・急傾斜地対策の強化 

［地震・津波災害予防計画、風水害予防計画］ 

○ 土砂災害警戒避難体制の整備や危険箇所の巡視、雨量等の把握、地域住民への情

報伝達方法等をあらかじめ定めておくことなどを記載。 

【風水害－第 7節第２.２】 

○ 土砂災害における要配慮者利用施設の避難対策等（避難確保計画の作成、避難訓

練の実施等）について記載。 【地震津波－第５節第４.２、風水害－第７節第４】 

 

◆津波に強いまちづくり 

[地震・津波災害予防計画] 

○ 津波からの円滑な避難を支援するため、津波避難建築物の確保を推進することを

記載。                                         【地震津波－第 7節第２.２】 

○ 津波避難指示等の市民への伝達手段として、多様な伝達手段を記載。 

【地震津波－第 7節第３】 

○ 津波避難体制として、「津波避難計画」の周知や避難指示の発令基準、津波フラ

ッグの周知、津波避難誘導標識（ピクトグラム、外国語表記）、津波注意看板の設

置拡充に努めることなどを記載。        【地震津波－第 7節第４.２、第４.４】 

○ 津波防災に関する知識の普及、防災教育の推進について記載。 

【地震津波－第 7節第６.１～２】 

○ 市の津波避難困難区域において、避難ビル等の確保について記載。 

【地震津波－第 7節第２.２】 
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◆地震火災予防 

[地震・津波災害予防計画] 

○ 市民による初期消火活動を支援するため、街頭消火器の設置拡充を図るととも

に、感震ブレーカーの設置奨励について記載。    【地震津波－第 14節第２.１】 

 

◆治水対策 

[風水害予防計画] 

○ 高潮浸水想定図の公開に伴い、避難情報の伝達方法や避難場所及び避難の確保を

図るために必要な事項等について定めることを記載。 【風水害－第６節第１.２】 

○ 水害における要配慮者利用施設の避難対策等（避難確保計画の作成、避難訓練の

実施等）について記載。                           【風水害－第３節第２.３】 

 

（２）応急対策計画 

※【 】内の表記は以下の内容を示す。  

地震津波：第１編 地震・津波災害対策 第２章 地震・津波災害応急対策計画 

風水害：第２編 風水害対策 第２章 風水害応急対策計画 

 

◆災害時情報収集・提供体制の拡充 

[地震・津波災害応急対策計画、風水害応急対策計画] 

○ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等により地震情報等を受理したとき

は、防災行政用無線等を通じて直ちに市民等に伝達することを記載｡ 

【地震津波－第２節第２.３】 

○ 避難情報の発令の際には、防災行政用無線等を通じて市民等に伝達するととも

に、様々な媒体を活用し市民等への迅速な周知に努めることを記載。 

【地震津波－第２節第２.３、風水害－第１節第１.１】 

 

◆避難対策 

［地震・津波災害応急対策計画、風水害応急対策計画］ 

○ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保のそれぞれの発令にあたり、留意すべき

ことについて記載。     【地震津波－第７節第２.２～３、風水害－第７節第２】 

○ 津波フラッグが掲示されたときは、直ちに海岸付近から離れ、付近の高台等安全

な場所へ、自ら主体的に避難することを記載。      【地震津波－第３節第１.３】 

○ 避難指示等の発令に当たり、必要に応じて専門家の技術的な助言等を活用し、適

切に判断を行うことについて記載。 

【地震津波－第７節第２.２、風水害－第７節第２.３】 
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◆要配慮者等支援対策 

［地震・津波災害応急対策計画、風水害応急対策計画］ 

○ 避難所における要配慮者等の健康管理について記載。 

【地震津波－第 10節第２.１、風水害－第 10節第２】 

○ 感覚過敏な障害者の集団生活のストレスへの対応について記載。 

【地震津波－第 10節第２.２、風水害－第 10節第２】 

○ 社会福祉施設の被災時の対応について、入所者等の安全及び施設の被災状況の把

握、入所者等が被災した場合の応急救助、避難場所等への避難誘導等に努めること

を記載。                 【地震津波－第 10節第４.１、風水害－第 10節第４】 

  

◆食料、飲料水及び生活必需品の供給対策 

［地震・津波災害応急対策計画、風水害応急対策計画］ 

○ 避難所における食料の提供に際しては、食物アレルギーや宗教上の制約等に十分

配慮することについて記載。 【地震津波－第８節第２.２、風水害－第８節第２】 

○ 物資調達に関するプル型支援とプッシュ型支援について、国の考え方（発災後３

日までは備蓄、発災後４～７日（４日間）はプッシュ型支援、それ以降はプル型支

援にて対応）を踏まえ、地域内輸送拠点の開設や物資の受入れ・管理、各避難所へ

の搬送等における役割分担などを検討することを記載。   

【地震津波－第８節第２.４、風水害－第８節第３】 

 

◆医療救護活動 

［地震・津波災害応急対策計画、風水害応急対策計画］ 

○ 医療救護体制について具体的に記載するとともに、今後の救護所活動の体制整備

を進めることについて記載。            

【地震津波－第６節第１、風水害－第６節第１】 

  

◆南海トラフ地震防災対策推進計画 

[地震・津波災害対策編] 

○ 「南海トラフ地震防災対策推進計画」の内容を修正するとともに南海トラフ地震

臨時情報発表の対応を追加し本計画に新たに追加。 

【第１編 地震・津波災害対策 第３章】 

 

（３）その他の災害対策 

 

◆各災害の現状の記述 

○ 各災害について、国内における災害の発生状況や災害の定義等について新たに記

載。                        【その他－第１章第１節第１、第２章第１節第２】 
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（４）災害復旧・復興対策 

 

◆被災者等の生活再建支援 

○罹災証明書の発行 

・証明する内容や罹災証明書の発行手順の図示等。 

【復旧・復興－第１節第１】 

○被災者の経済的再建支援 

・「神奈川県被災者生活再建支援金」の創設について記載。 

・義援金の受入れ経路を図示。 

【復旧・復興－第１節第３】 

◆災害復旧事業 

○災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 

・助成制度の概要や国が全部若しくは一部を負担又は補助する事業一覧を掲載。 

【復旧・復興－第２節第３】 

○激甚災害 

・激甚災害指定の手続きの概要や報告事項、特別財政援助額の公布手続きについて

記載。                    

・激甚災害指定の手続の流れを図示。 

【復旧・復興－第２節第３.３】 

 


